
 京都市健康増進センター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成３１年３月２８日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第  号 

  京都市健康増進センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市健康増進センター条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 別表健康度測定の項中「８，５００」を「８，６９０」に，「３，６００」を「３，６６

０」に改め，同表付属設備の利用の項中「５，１４０」を「５，２３０」に，「１，０２０」

を「１，０４０」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成３１年１０月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則による改正後の京都市健康増進センター条例施行規則（以下「改正後の規則」

という。）の規定による健康度測定及び付属設備の利用に係る料金の承認の申請その他

地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるため

に必要な準備行為は，この規則の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ 改正後の規則の規定は，この規則の施行の日以後の利用に係る料金について適用し，

同日前の利用に係る料金については，なお従前の例による。 

（保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課） 

１０４号


